
○
法
務
委
員
会

・
内
閣
提
出
法
律
案
（
七
件
）

（
注
）
※
は
予
算
関
係
法
律
案

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
議
　
　
院

衆
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

5

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

衆

二
、

　
一
二
、
一
二

二
、

　
一
二
、
一
二

　
　
　
（
予
）

二
、

　
一
二
、
一
八

可
　
決

二
、

　
一
二
、
一
八

可
　
決

二
、

　
一
二
、
一
二

二
、

　
一
二
、
一
八

可
　
　
決

二
、

　
一
二
、
一
八

可
　
　
決

6

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

"　
　
　

一
二
、
一
二

一
二
、
一
二

　
　
（
予
）

　
一
二
、
一
八

可
　
決

一
二
、
一
八

可
　
決

一
二
、
一
二

　
一
二
、
一
八

可
　
決

　
一
二
、
一
八

可
　
決

※1
5

 

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

"

三
、

　
　
二
、
　
八

三
、

　
　
二
、
　
八

　
　
　
（
予
）

三
、

　
　
三
、
二
六

可
　
決

　

三
、

　
　
三
、
二
六

可
　
決

三
　
、

　
　
二
、
　
八

三
、

　
　
二
、
二
二

可
　
決

三
、

　
　
二
、
二
五

可
　
決

※1
6

 

罰
金
の
額
等
の
引
上
げ
の
た
め
の
刑
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

二
、
　
八

二
、
一
九

　
（
予
）

　
四
、
　
九

修
　
正

　
四
、
　
九

修
　
正

二
、
　
八

　　

三
、
一
二

可
　
決

　　

三
、
一
二

可
　
決

　　

三
、
　
四
、
　
九

衆
　
へ
　
回
　
付

　
　
　
　
四
、
一
一

衆
　
　
同
　
　
意

6
4

 

司
法
試
験
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

"　
　
　
　

三
、
　
四

三
、
　
四

　
（
予
）

　
　
四
、
一
六

可
　
決

　
　
四
、
一
七

可
　
決

三
、
　
四

　
　
三
、
一
九

可
　
決

　　

三
、
二
七

可
　
決

6
6

 

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本

の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管

理
に
関
す
る
特
例
法
案

"　
　
　
　

三
、
　
八

四
、
一
二

　
（
予
）

　
四
、
二
五

可
　
決

　
四
、
二
六

可
　
決

四
、
　
四

　
　
四
、
一
二

修
　
正

　
　
四
、
一
八

修
　
正



番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

8
3

 

民
事
調
停
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

衆

三
、

　
　
三
、
一
九

三
、

　
　
四
、
一
二

　
　
（
予
）

　

三
、

　
　
四
、
一
〇

継
　
続
　
審
　
査

・
衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出
者

（
月
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
考

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決　

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決　
　
　

本
会
議
議
決

　

9

日
本
国
と
の
平
和
条
約
の
規
定
に
基

づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等

に
つ
い
て
の
出
入
国
管
理
特
別
法
案

小
澤
克
介
君

外
　
七
　
名

　
（
三
、
三
、
一
一
）

三
、

　
三
、
二
五

三
、

　
四
、
一
二

　
　
（
予
）

三
、

　
三
、
二
五

三
、
四
、
一
二

　
撤
　
　
　
回

（
委
員
会
許
可
）



裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
五
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
裁
判
官

に
つ
い
て
も
、
一
般
の
政
府
職
員
の
例
に
準
じ
て
、
そ
の
報
酬
月
額

の
改
定
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

一
、
最
高
裁
判
所
長
官
、
最
高
裁
判
所
判
事
及
び
高
等
裁
判
所
長
官

　
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
特
別

　
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に
準
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す

　
る
。

二
、
判
事
、
判
事
補
及
び
簡
易
裁
判
所
判
事
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、

　
お
お
む
ね
そ
の
額
に
お
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
一
般
職
の
職
員
の

　
俸
給
の
増
額
に
準
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

三
、
以
上
の
改
定
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
う
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
両
法
律
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
こ
の
例

に
準
じ
て
裁
判
官
及
び
検
察
官
の
給
与
を
改
定
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、

裁
判
官
及
び
検
察
官
の
給
与
と
弁
護
士
収
入
と
の
格
差
、
初
任
給
調

整
手
当
の
見
直
し
、
裁
判
官
及
び
検
察
官
の
欠
員
状
況
等
に
つ
い
て

質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願

い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
順
次
採
決
し
た
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も

全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し

ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
六
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
検
察
官

に
つ
い
て
も
、
一
般
の
政
府
職
員
の
例
に
準
じ
て
、
そ
の
俸
給
月
額

の
改
定
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

一
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
の
俸
給
に
つ
い
て
は
、
お



　
お
む
ね
国
務
大
臣
そ
の
他
の
特
別
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に
準

　
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

二
、
検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
そ
の
額
に

　
お
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
一
般
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に
準
じ

　
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

三
、
以
上
の
改
定
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
う
。

委
員
長
報
告

前
ペ
ー
ジ
参
照

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
五
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
迅
速
な
処
理

を
図
る
た
め
、
裁
判
所
職
員
の
定
員
を
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
判
事
補
の
員
数
を
五
人
増
加
し
、
六
百
八
人
に
改
め
る
。

二
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
二
十
八
人
増
加
し
、

　
二
万
千
四
百
五
十
四
人
に
改
め
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経

過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
迅
速
な
処
理

を
図
る
た
め
、
判
事
補
の
員
数
を
五
人
増
加
す
る
と
と
も
に
、
裁
判

官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
二
十
八
人
増
加
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
判
事
補
等
を
増
員
す
る
理
由
、
裁
判

所
職
員
の
欠
員
状
況
、
裁
判
所
調
査
官
制
度
の
実
態
等
に
つ
き
ま
し

て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り

御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ

て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

罰
金
の
額
等
の
引
上
げ
の
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
（
閣
法
第
一
六
号
）

要
旨

本
法
律
案
は
、
刑
法
そ
の
他
の
刑
罰
法
規
に
定
め
る
罰
金
及
び
科



料
の
額
等
が
現
在
の
経
済
事
情
に
適
合
せ
ず
、
こ
れ
ら
財
産
刑
の
刑

罰
と
し
て
の
機
能
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
消
費
者
物

価
及
び
労
働
者
賃
金
の
上
昇
率
等
を
勘
案
し
て
、
刑
法
等
に
定
め
る

罰
金
及
び
科
料
の
額
等
を
原
則
的
に
現
行
の
二
・
五
倍
に
改
定
し
た

上
、
関
連
す
る
手
続
的
な
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
罰
金
の
寡
額
を
一
万
円
に
、
科
料
の
額
を
千
円
以
上
一
万
円
未

　
満
に
引
き
上
げ
た
上
、
刑
法
の
罪
に
つ
い
て
定
め
る
罰
金
の
多
額

　
を
原
則
的
に
現
行
の
二
・
五
倍
に
改
定
し
、
多
額
が
低
い
一
部
の

　
罪
に
関
し
て
は
多
額
の
最
下
限
を
十
万
円
ま
で
引
き
上
げ
る
。
ま

　
た
、
刑
の
執
行
を
猶
予
す
る
こ
と
の
で
き
る
罰
金
の
最
高
額
を
五

　
十
万
円
に
引
き
上
げ
る
。
刑
法
に
合
わ
せ
て
、
暴
力
行
為
等
処
罰

　
に
関
す
る
法
律
及
び
経
済
関
係
罰
則
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
つ

　
い
て
も
同
様
に
罰
金
の
多
額
を
引
き
上
げ
る
。

二
、
刑
法
ほ
か
二
法
の
罪
以
外
の
罪
で
罰
金
多
額
が
二
万
円
に
満
た

　
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
一
律
に
こ
れ
を
二
万
円
に
、
罰
金
寡
額
が

　
一
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
一
律
に
こ
れ
を
一
万
円
に

　
引
き
上
げ
る
ほ
か
、
命
令
へ
の
罰
金
の
委
任
の
限
度
額
に
つ
い
て

　
も
二
万
円
に
引
き
上
げ
る
。

三
、
刑
事
訴
訟
法
が
定
め
る
罰
金
及
び
過
料
の
多
額
を
十
万
円
に
引

　
き
上
げ
、
併
せ
て
勾
留
及
び
逮
捕
が
制
限
さ
れ
る
罪
の
基
準
と
な

　
る
罰
金
の
額
、
公
判
期
日
に
お
け
る
被
告
人
の
出
頭
義
務
及
び
そ

　
の
免
除
の
基
準
と
な
る
罰
金
の
額
並
び
に
略
式
命
令
が
許
さ
れ
る

　
罰
金
の
限
度
額
を
そ
れ
ぞ
れ
二
・
五
倍
に
改
定
す
る
ほ
か
、
未
決

　
勾
留
日
数
に
関
す
る
一
日
の
法
定
通
算
の
基
準
と
な
る
罰
金
額
を

　
四
千
円
に
引
き
上
げ
る
。

四
、
交
通
事
件
に
つ
い
て
即
決
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
罰
金
の

　
最
高
額
を
五
十
万
円
に
引
き
上
げ
る
。

五
、
条
例
に
罰
則
を
設
け
る
際
、
定
め
得
る
罰
金
額
の
最
高
限
度
を

　
百
万
円
に
引
き
上
げ
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た

　
日
か
ら
施
行
す
る
。

修
正
要
旨

　
罰
金
又
は
科
料
を
減
軽
し
た
際
に
一
銭
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場

合
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
旨
の
刑
法
第
七
十
条
第
二
項
を
削
る
も
の
で

あ
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
罰
金
の
額
等
の
引
上
げ
の
た
め
の

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



　
本
法
律
案
は
、
刑
法
そ
の
他
の
刑
罰
法
規
に
定
め
る
罰
金
及
び
科

料
の
額
等
が
現
在
の
経
済
事
情
に
適
合
せ
ず
、
こ
れ
ら
財
産
刑
の
刑

罰
と
し
て
の
機
能
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
消
費
者
物

価
及
び
労
働
者
賃
金
の
上
昇
率
等
を
勘
案
し
て
、
刑
法
等
に
定
め
る

罰
金
及
び
科
料
の
額
等
を
原
則
的
に
現
行
の
二
・
五
倍
に
引
き
上
げ

る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
関
連
す
る
手
続
的
な
整
備
を
行
お
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
罰
金
制
度
の
意
義
と
限
界
、
罰
金
の

徴
収
手
続
、
特
別
法
等
に
お
け
る
罰
則
と
の
区
別
、
刑
法
第
七
十
条

第
二
項
の
存
在
意
義
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
自
由
民
主
党
、

日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
日
本
共
産
党
、

連
合
参
議
院
の
各
派
及
び
各
派
に
属
し
な
い
議
員
紀
平
悌
子
君
を
代

表
し
て
福
田
理
事
よ
り
刑
法
第
七
十
条
第
二
項
を
削
除
す
る
旨
の
修

正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
修
正
議
決
す

べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
罰
金
刑
制
度
の
よ
り
適
正
か
つ
合
理

的
見
直
し
等
を
内
容
と
す
る
附
帯
決
議
を
全
会
一
致
を
も
っ
て
付
す

る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

司
法
試
験
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
四
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
司
法
試
験
が
、
近
年
、
合
格
ま
で
に
極
め
て
長
期

間
を
要
す
る
状
況
に
な
っ
て
お
り
、
法
曹
の
後
継
者
を
適
切
に
確
保

・
養
成
す
る
上
で
多
く
の
問
題
を
生
じ
て
い
る
と
い
う
実
情
に
か
ん

が
み
、
多
様
な
人
材
の
合
格
可
能
性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
配
意
し

つ
つ
、
法
曹
と
し
て
の
資
質
を
有
す
る
よ
り
多
く
の
者
が
比
較
的
短

期
間
で
合
格
で
き
る
試
験
制
度
に
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
司
法
試
験
に
お
け
る
状
況
に
照
ら

　
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
次
試
験
の
論
文
式
に

　
よ
る
試
験
に
お
け
る
合
格
者
を
定
め
る
方
法
と
し
て
、
司
法
試
験

　
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
合
格
者
の
一
部
に

　
つ
き
、
第
二
次
試
験
の
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
初
め
て
受
け
た
時

　
　
（
た
だ
し
、
平
成
四
年
以
前
に
行
わ
れ
た
も
の
を
含
ま
な
い
。
）

　
か
ら
一
定
の
期
間
内
に
当
該
論
文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
者
の

　
う
ち
か
ら
定
め
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
第
二
次
試
験
に
お
け
る
論
文
式
試
験
及
び
口
述
試
験
の
試
験
科



　
目
の
う
ち
非
法
律
選
択
科
目
を
廃
止
す
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
司
法
試
験
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び

に
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
司
法
試
験
が
、
近
年
、
合
格
ま
で
に
極
め
て
長
期

間
を
要
す
る
等
多
く
の
問
題
を
生
じ
て
い
る
と
い
う
実
情
に
か
ん
が

み
、
多
様
な
人
材
の
合
格
可
能
性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
配
意
し
つ

つ
、
法
曹
と
し
て
の
資
質
を
有
す
る
よ
り
多
く
の
者
が
比
較
的
短
期

間
で
合
格
で
き
る
試
験
制
度
に
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
司
法
試
験
の
近
時
の
実
態
、
法
曹
養

成
制
度
の
在
り
方
と
諸
外
国
と
の
比
較
、
任
官
希
望
者
を
増
や
す
た

め
の
方
策
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、
全
会
一
致
を
も

っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
司
法
試
験
・
法
曹
養
成
制
度
の
見
直

し
等
を
内
容
と
す
る
附
帯
決
議
を
全
会
一
致
を
も
っ
て
付
す
る
こ
と

に
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出

入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
案
（
閣
法
第
六
六
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
終
戦
前
か
ら
引
き
続
き
我
が
国
に
居
住
し
、
昭
和

二
十
七
年
の
日
本
国
と
の
平
和
条
約
の
発
効
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍

を
離
脱
し
た
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
及
び
台
湾
人
並
び
に
そ
の
子
孫
を

対
象
と
し
て
、
そ
の
歴
史
的
経
緯
及
び
我
が
国
に
お
け
る
定
住
性
を

考
慮
し
、
そ
の
法
的
地
位
を
よ
り
一
層
安
定
さ
せ
る
た
め
、
出
入
国

管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
特
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
れ
ら
対
象
者
の
う
ち
、
日
韓
特
別
法
に
基
づ
く
協
定
永
住
者

　
な
ど
本
法
施
行
前
か
ら
す
で
に
永
住
許
可
を
受
け
て
い
る
者
等
に

　
つ
い
て
は
、
特
別
永
住
者
と
し
て
本
邦
で
永
住
で
き
る
も
の
と
す

　
る
。

二
、
こ
れ
ら
対
象
者
の
う
ち
、
本
法
施
行
後
に
出
生
し
た
者
及
び
本

　
法
施
行
前
か
ら
引
き
続
き
在
留
す
る
者
の
う
ち
定
住
者
等
の
在
留

　
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
等
に
つ
い
て
は
、
申
請
に
基
づ
き
法

　
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
特
別
永
住
者
と
し
て
本
邦
で
永
住
で



　
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
特
別
永
住
者
に
対
し
て
は
、
内
乱
、
外
患
若
し
く
は
国
交
に
関

　
す
る
罪
、
外
交
上
の
重
大
な
利
益
を
害
す
る
罪
又
は
こ
れ
に
準
ず

　
る
重
大
な
罪
を
犯
し
た
者
に
限
り
、
本
邦
か
ら
の
退
去
を
強
制
で

　
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
、
再
入
国
許
可
の
有
効
期
間
を
四
年

　
以
内
と
し
、
さ
ら
に
、
一
年
以
内
に
限
り
、
在
外
公
館
で
の
延
長

　
を
許
可
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
許
可
を
受
け
て
本

　
邦
に
上
陸
す
る
際
に
は
、
入
管
法
第
五
条
に
定
め
る
上
陸
拒
否
事

　
由
に
つ
き
審
査
し
な
い
も
の
と
す
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範

　
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
法
務
大
臣

が
、
特
別
永
住
者
に
対
す
る
再
入
国
許
可
の
規
定
の
適
用
に
当
た
り
、

特
別
永
住
者
の
本
邦
に
お
け
る
生
活
の
安
定
に
資
す
る
と
の
こ
の
法

律
の
趣
旨
を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
規
定
を
追
加
す
る
修
正
が
行
わ

れ
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ

き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結

果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
終
戦
前
か
ら
引
き
続
き
わ
が
国
に
居
住
し
、
昭
和

二
十
七
年
の
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

し
た
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
及
び
台
湾
人
並
び
に
そ
の
子
孫
を
対
象
と

し
て
、
そ
の
歴
史
的
経
緯
及
び
我
が
国
に
お
け
る
定
住
性
を
考
慮
し
、

そ
の
法
的
地
位
を
よ
り
一
層
安
定
さ
せ
る
た
め
、
出
入
国
管
理
及
び

難
民
認
定
法
の
特
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
本
法
律
案
提
出
の
経
緯
、
退
去
強
制

の
要
件
、
再
入
国
許
可
の
有
効
期
間
等
の
諸
問
題
に
つ
き
ま
し
て
熱

心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御

承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全

会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま

し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




